
　　　　　　　　　　　　募集職種　：　一般事務、土木、建築、保健師

令和６年７月１日（月）午前８時３０分から令和６年９月３０日（月）午後５時１５分まで
　　　　　※受信有効

◆　採用予定日

１  採用職種

※採用予定人数は、変更になることがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※採用予定人数の若干名は、他の試験区分の採用予定人数に含まれます。

２  受験資格

※次のいずれの条件も満たす人

　　○　令和６年７月１日時点で、民間企業、官公庁などで職務経験やボランティア活動経験が５年以上ある人

　　○　令和６年７月１日時点で、沼田市外在住であり、採用後、沼田市に定住する人

　　○　昭和６０年４月２日以降に生まれた人

建　築　技　術　職 若干名
総合的な都市整備や、公共施設の建設、開発・建築指導等の業務
をはじめ、建築の専門的な業務に従事します。

保　健　師　職 若干名
保健指導業務及び当該事務に関連する一般行政事務に従事しま
す。

一　般　事　務　職 若干名
市長部局、各行政委員会などに勤務し、主に一般行政の仕事に従
事します。

土　木　技　術　職 若干名
道路・橋りょう、土地改良、都市計画、上下水道などに係る業務をは
じめ、土木の専門的な業務に従事します。

令和６年度  沼田市職員採用試験案内

【定住促進・社会人特別枠】

◆　受付期間　※原則インターネットによる申込み

令和７年４月１日

職　　　種 採用予定人数 職　務　の　内　容
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３  試験の方法

合　格　発　表

第
１
次
試
験

締め切り後、選考 令和６年１０月上旬

第
３
次
試
験

第２次試験合格者
を対象に令和６年
１１月上旬に実施
予定

令和６年１１月中旬個別面接試験
主として人物、性向及び職務に対す
る適応性等をみるための面接試験

第
２
次
試
験

個別面接試験
主として業務の専門的識見等をみ
るための面接試験

作 文 試 験
与えられたテーマに関する識見、思
考力及び表現力についての記述式
の試験

第１次試験合格者
を対象に令和６年
１０月１９日（土）又
は令和６年１０月
２０日（日）に実施
予定

令和６年１０月下旬

　　○　沼田市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人

　　○　日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成
　　　　 し、又はこれに加入した人

書 類 選 考
採用試験申込書、
アピールシート、
職務経歴書による書類審査

試　験　内　容

　　○　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人

一　般　事  務　職 特になし

土　木　技　術　職

次のいずれかの条件を満たす人
◇　高校、短大、大学、大学院の土木学科卒業等、専門知識を有している人
◇　１級又は２級土木施工管理技士など土木関連の資格を有している人
◇　土木関連の業務に従事した経験を有している人

建　築　技　術　職

次のいずれかの条件を満たす人
◇　一級又は二級建築基準適合判定資格者
◇　一級建築士
◇　二級建築士
◇　建築に関する専門課程を卒業した人で、採用後一級建築士免許の取得に
   　意欲のある人

保 　健 　師 　職 保健師資格を有している人

※  上記の受験資格のほか、次のいずれかに該当する人は受験できません。

 (1) 日本国籍を有しない人

 (2) 地方公務員法第１６条の欠格条項に該当する人（次のいずれかに該当する人）

職　　　種 受　験　資　格
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４　合格及び採用

５  申込手続

  (1) インターネットによる申込み【原則】

令和６年７月１日（月）午前８時３０分から　　

令和６年９月３０日(月)午後５時１５分まで(受信有効)

（上記期間内２４時間申込み可能です）

　※　受付完了時に送信される番号とは異なりますのでご注意ください。

　※　試験日当日に、受付完了メールをご提示いただくか、出力していただきご持参ください。

     【修正対応事項】氏名・住所・電話番号・メールアドレス

　【ＱＲ】 【ＵＲＬ】

https://logoform.jp/form/tauE/634395
申込ＱＲ等

○　原則、インターネットでの申込みを受け付けます。この試験案内をよく読み、「申込手続」のＱＲコード
      又はＵＲＬから申込フォームにアクセスして申込んでください。申込フォームは市ホームページからも
      アクセスできます。

受付期間

申込方法

○　下記のＱＲコード又はＵＲＬから申込フォームにアクセスし、必要事項を入力し、申込ん
      でください。

　※　申込手続に顔写真データが必要となりますのでご準備ください。（たて４×よこ３ほど
        の比率、最近３か月以内に撮影したもので、カラー・白黒問わず）

○　申込みの際は、この試験案内と申込フォームに記載されている確認事項をよく読み、
      入力内容に不足、誤りがないように注意してください。

○　アピールシート（①志望動機・②職務実績・③能力や知識、その活用方法）、職務経歴
      証明書は、ファイルを添付してください。

○　申込後、３営業日以内に受験番号を記載した受付完了メールを送信します。受付完了
     メールが受験票となりますので、大切に保管してください。

○　メールが届かない場合や次の事項について修正がある場合には、沼田市役所 職員課
     人事研修係に連絡してください。℡０２７８－２３－２１１１（内線４０６１、４０６２）

○　試験結果については、市庁舎東の掲示板及び市ホームページに合格者の受験番号を発表すると
　　 ともに、合格者に文書及びメールでお知らせします。

○　第３次試験合格者は、沼田市職員採用候補者名簿に登録し、その中から任命権者が採用を
　　 決定します。

○　採用日は、令和７年４月１日の予定です。
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  (2) 採用申込書提出による申込【インターネットでの申込みが難しい場合】

令和６年７月１日（月）午前８時３０分から　

令和６年９月３０日(月)午後５時１５分まで

　　※　昼休み（正午から午後１時）は除きます。

　　※　土曜日、日曜日及び祝日は閉庁日のため、受け付けできません。

　※　期限が過ぎて到着したものは受け付けることができません。

○　障がい者対象区分に係る障がい等確認書（障がいのある方のみ）を提出してください。

受付期間

申込手続

○　インターネットでの申込みが難しい場合は、採用試験申込書（３か月以内撮影のたて４ｃｍ
     ×よこ３ｃｍの写真貼付）、アピールシート（①志望動機・②職務実績・③能力や知識、
     その活用方法）、職務経歴書に必要事項を記入のうえ、職員課人事研修係（市役所４階）
     に提出してください。

　  ※　沼田市ホームページからダウンロードする場合、「採用試験申込書」はＡ４用紙に
          両面印刷してください。

○　郵送で申込む場合は、必ず簡易書留または特定記録とし、封筒の表に「採用試験申込
     書在中」と朱書きするとともに、返信用定形封筒を同封してください。
     令和６年９月３０日（月）必着で郵送してください。

　※　返信用定形封筒は、長３サイズ封筒（たて２３５ｍｍ×よこ１２０ｍｍ）で、８４円切手を
        貼付し、返送先（郵便番号・住所・氏名）を記入してください。

○　 持参の場合の受付時間は、平日の午前８時３０分から午後５時１５分までです。
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６  給与及びその他の勤務条件

　(1) 給与：

　(3) 勤務時間：原則として、月曜日～金曜日　午後８時３０分から午後５時１５分まで ※

７  その他

〒378-8501  沼田市下之町８８８番地

         　　　  沼田市役所  総務部職員課人事研修係

 　　　 　 　　　℡ 0278(23)2111　内線 4061又は4062

　　　　　　　　e-mail saiyou@city.numata.lg.jp

お問合せ・送付先

　(6)  福利厚生：医療費等の給付、健康診断、貸付事業、その他の福利厚生事業があり、公務災害補償制度
　　　 　　　　　　  も充実しています。

 ○  提出された書類はお返しいたしません。

 ○  インターネット申込で、障がいありと入力された方、障がい者対象区分に係る障がい等確認書を採用
      申込書提出時に提出された方は、受験に当たり可能な範囲で対応いたします。

 ○  第１次試験に合格した場合は、第２次試験受験の際、学業成績証明書等（最終学歴のもの）を提出
      していただきます。

 ○  マスクの着用については、個人の判断でお願いします。咳などの症状がある場合は、マスクの着用を
      お願いすることがありますので、ご協力ください。

　(5) 休暇制度：年間２０日の年次有給休暇、夏季休暇、結婚休暇、産前・産後休暇、傷病による休暇などが
                      あります。
       　　　　　　 さらに、育児休業や介護休暇などの制度も充実しています。

　　初任給は、学歴又は職業経験年数に応じた額となります。四年制大学を卒業後、１０年間の職歴がある
　　場合は、約２５万円程度です。

　(2) 手当：

   　給与のほかに通勤手当、住居手当、扶養手当、期末・勤勉手当などがそれぞれ該当者に支給されます。

　(4) 休日等：土曜日、日曜日、祝日など ※

　※　勤務時間や休日は、職種・勤務場所によって異なります。（例：図書館、市民課などの日曜開庁日等）
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